
別紙５
免除できる科目（教科）の取扱い
１　介護職員等
　(1) 三級課程を修了した者が二級課程を受講する場合
	免除できる科目

	講義
	サービス提供の基本視点

	
	訪問介護概論

	
	介護概論

	
	家事援助の方法

	演習
	福祉サービスを提供する際の基本的態度の形成

	
	レクリエーション体験学習

	実習
	在宅サービス提供現場見学


２　介護サービス技能審査に合格した者が二級課程又は三級課程を受講する場合

(1)向上コース修了者

	課　　程
	免除できる科目及び時間

	三級課程
	講　義
	サービス提供の基本視点　　　３時間のうち１時間

	
	
	介護概論

	
	
	家事援助の方法　　　　　　　４時間のうち２時間

	
	
	医学の基礎知識　　　　　　　３時間のうち２時間

	二級課程
	講　義
	サービス提供の基本視点　　　３時間のうち１時間

	
	
	介護概論　　　　　　　　　　３時間のうち１時間

	
	
	家事援助の方法　　　　　　　４時間のうち２時間

	
	
	医学の基礎知識Ⅰ　　　　　　３時間のうち２時間


(2)短期課程修了者
	課程
	免除できる科目

	三級課程
	講　義
	全科目

	二級課程
	講　義
	相談援助とケア計画の方法を除く全科目


(3)　1年以上の実務経験を有する者（※）

	課　　程
	免除できる科目及び時間

	三級課程
	全科目免除可

	二級課程
	講　義
	サービス提供の基本視点　    

	
	
	老人福祉の制度とサービス

	
	
	障害者（児）福祉の制度とサービス

	
	
	ホームヘルプサービス概論

	
	
	障害・疾病の理解（８時間）のうち５時間　　　　　　　

	
	
	介護概論

	
	
	家事援助の方法

	
	
	医学の基礎知識Ⅰ　　　　　　

	
	演　習
	共感的理解と基本的態度の形成　　　　　　　　　

	
	
	基本介護技術　　　　　　　

	
	
	レクリエーション体験学習

	
	実習
	介護実習

	
	
	ホームヘルプサービス同行訪問

	
	
	在宅サービス提供現場見学


※実務経験と資格取得の前後は問わない。

３　日本赤十字社が交付する家庭看護法介助員認定証を有する者が三級課程を受講する場合
	対象者
	免除できる科目

	家庭看護法介助員養成講習受講者（１８時間）
	基礎的な介護技術に関する演習


４　訪問介護員養成研修課程修了者が介護職員基礎研修課程を受講する場合
    訪問介護員養成研修課程修了者（本要綱で当該課程の修了者とみなされる者を含む。）が介護
　職員基礎研修課程を受講する場合は、次の表に掲げるとおり免除することができる。
	  (1) 基礎理解とその展開
	 　　　　　　　　　　介護等の実務経験

	
	実務１年以上
	実務１年未満

	
	２級課程
	１級課程
	 その他
	２級課程
	１級課程
	 その他 

	 ①生活支援の理念と介護にお
 　ける尊厳の理解
	 ○＊１
	 ○＊１
	   ○
	 ○＊１
	 ○＊１
	   ○

	 ②老人、障害者等が活用する
　 制度及びサービスの理解
	
	
	   ○
	
	
	   ○

	 ③老人、障害者等の疾病、障
　 害等に関する理解
	
	
	   ○
	
	
	   ○

	 ④認知症の理解
	   ○
	
	   ○
	   ○
	
	   ○

	 ⑤介護におけるコミュニケー
　 ションと介護技術
	 ○＊２
 (３０)
	
	 ○＊２
 (３０)
	   ○
 (９０)
	
	   ○
 (９０)

	 ⑥生活支援と家事援助技術
	
	
	   ○
	
	
	   ○

	 ⑦医療及び看護を提供する者
　 との連携
	   ○
	   ○
	   ○
	   ○
	   ○
	   ○

	 ⑧介護における社会福祉援助
　 技術
	 ○＊１
	 ○＊１
	 　○
	 ○＊１
	 ○＊１
	   ○

	 ⑨生活支援のためのアセスメ
 　メントと計画
	   ○
	
	   ○
	   ○
	
	   ○

	 ⑩介護職員の倫理と職務
	
	
	   ○
	
	
	   ○

	  (2) 実習
	
	
	
	   ○
	   ○
	   ○

	合 計 時 間 数
	 １５０
	  ６０
	 ３００
	 ３５０
	 ２００
	 ５００


     ※○が付いていない科目について、免除することができる。
   ＊１　「生活支援の理念と介護における尊厳の理解」と「介護における社会福祉援助技術」は、
　　   あわせて３０時間（各１５時間程度を目安とする）行うこととする。
   ＊２　実務経験１年以上の者が、介護福祉士試験を受験するために「介護技術講習会」を修了 
　　　 した場合は、「介護におけるコミュニケーションと介護技術」の受講を免除する。
　 ＊３　「介護等の実務経験」とは、訪問介護員養成研修課程で実習施設として認められている 
       施設において、現に介護業務等に従事し、又は受講前３年以内に介護業務等に従事してい 
　　　 た経験をいう。
   ＊４　実務経験の換算方式
   　　　介護等の業務に従事した期間が通算３６５日以上であり、かつ、現に就労した日数を通 
　　　 算して計算するものとし、当該通算日数が１８０日以上である場合に、１年以上の実務経 
       験がある者に該当するものとする。
       　研修の実施者は、当該実務経験をサービス事業所長の証明等による実務経験証明書によ 
       り、確認すること。　
       　なお、１日の勤務時間が短い場合であっても、１日勤務したものとみなすこと。また、 
　　 　施設職員等においては、実務経験と訪問介護員養成研修課程修了の前後関係は問わない。 
（別紙５関係）
 eq \o\ad(実務経験証明書,　　　　　　　　　　　　　)（例）

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名又は事業所の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(所在地及び名称,　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(電話番号,　　　　　　　　　)
　次の者は、以下のとおり介護等の実務経験を有することを証明します。

	フリガナ
	

	氏　　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和　　　年　　月　　日生

	住　　　所

（本　人）
	〒

	施設（事業）種類
	

	 eq \o\ad(施設名又は,　　　　　　　)
 eq \o\ad(事業所名,　　　　　　　)
	

	職　　　種
	

	 eq \o\ad(就業期間,　　　　　　　)
	昭和　　　　　　　　　　　昭和

平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで（　　　日）

	うち介護等の業務

 eq \o\ad(に従事した日数,　　　　　　　　)
	　                      　             日


※　勤務した事業所ごとに作成すること。
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